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数字で見る知財動向1

特許庁の施策
(1)審査・審判

① 特許審査に関する施策

② 意匠審査に関する施策

③ 商標審査に関する施策

④ 審判に関する施策 

(2)国際的取組

(3)中小・スタートアップ・大学支援
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出願年別で見る特許出願・審査請求・特許登録等の推移

（備考）出願年別の特許出願・審査請求・特許登録等の件数には、特許権の存続期間の延長登録の出願の件数は含まれない。
出願年別特許登録件数は、2025年3月3日時点での暫定値。
2022年から2024年の出願における出願年別審査請求件数は、2025年3月3日時点での暫定値。

（出典）特許行政年次報告書2025年版

特許出願件数

審査・拒絶査定不服審判係属中等件数

審査請求件数
特許登録件数

特許出願件数に対する特許登録件数の割合
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特許出願件数等の推移

➢ 特許出願件数は2020年以降横ばいで推移。
➢ 日本の特許登録件数は18万件前後で推移。
➢ 特許出願件数に対する特許登録件数の割合は増加傾向。
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五庁の特許出願件数の長期推移

➢ 中国の出願件数は2000年代に入って急増、米国は1990年頃から増加傾向で推移。
➢ 日本は2000年代に入って減少傾向に転じている。韓国、EPOは、1999年頃から微増傾向で

推移。
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（万件） 【出願年別】五庁における特許出願件数の推移
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※WIPO statistics database (Last updated July 2024) のデータを基に作成
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➢ 中国における特許出願件数とPCT出願件数は大きく増加し、特許出願件数については米国・
日本が続く。

➢ 日本のPCT国際出願件数は、5万件程度の高い水準を維持。

日米欧中韓における特許出願 出願人居住国別のPCT国際出願件数の推移

（出典）WIPO IP Statistics Data Center

韓国

欧州

中国

日本

韓国

米国

欧州

五庁の特許出願件数・PCT出願件数の推移
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（出典） 日本 特許庁年次報告書 第2部第1章1．
米国 USPTO提供資料（2020ｰ2024年暫定値）
欧州 EPOウェブサイトPatent Index 2024 (European patent applications)
中国 CNIPAウェブサイト及びCNIPA Annual Report（2023年暫定値）
韓国 KIPOウェブサイト及び韓国提供資料（2024年暫定値）

特許庁
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海外への特許出願の動向

（出典） WIPO IP Statistics Data Center

五庁（自国・地域以外）への特許出願件数
日本 米国 欧州 中国 韓国

五庁以外への特許出願の内訳 ※上図灰色部の内訳

日本 米国 欧州 中国 韓国

（万件）

※その他には、欧州各国の特許庁（例：ドイツ特許商標庁）への出願が含まれる

（万件）

（年）

（年）
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➢ 日本から海外への特許出願件数は、近年、20万件前後で推移。
➢ 欧米と比較すると、日本から日米欧中韓（五庁）以外への特許出願は少ない。

特許庁
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A(製造食品等)

B(衣服、身の回り品)

C(生活用品)

D(住宅設備用品)

E(趣味娯楽用品)

F(事務・販売用品)

G(運輸・運搬機械)

H(電子・通信機器)

J(一般機械器具)

K(産業機械器具)

L(建築物、土木建築用品)

M(その他基礎製品)

N(他グループに属さない物品)
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意匠登録出願動向
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➢ 日本における意匠登録出願件数は、2010年以降3万件前後で推移。
➢ 分野別では近年、特に画像(N)の増加が顕著。
➢ また、2020年以降、コロナ関連物品を含む生活用品など(C)や住宅設備用品(D)が増加した

が、最近は落ち着いている。

我が国への分野別意匠登録出願件数の推移日米欧中韓における意匠登録出願

（出典）「特許行政年次報告書2025年版」を基に、特許庁作成
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特許庁
（備考）ハーグ出願は、当該年に国際公表された国際登録意匠数をカウント
（出典）「特許行政年次報告書2025年版」を基に、意匠課作成
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➢ 我が国と米国のハーグ協定への同時加入（2015年）や中国の加入（2022年）により、意匠の国際
登録制度（※）の利用が活発化している。

➢ 我が国への国際意匠出願件数は、増加傾向にあり、2024年は約4,500件（意匠出願全体の14%）。

意匠の国際登録制度の利用状況

※ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく意匠の国際登録制度。WIPO国際事務局への１つの出願で、複数国（締約国）に同時に出願した場合と同様の効果が得られ、
各国への個別の出願に比べ、手続の簡素化や経費の削減をはかることが可能。

7
※WIPO IP Statistics Data Centerのデータ（2025年4月8日取得）を基に、意匠課作成

ハーグ協定に基づく意匠の国際出願動向

５月に日本、米国において発効

我が国への意匠の出願動向

５月に中国において発効

※ハーグ出願は、当該年に国際公表された国際登録意匠数をカウント
※「特許庁ステータスレポート 2025」を基に、意匠課作成特許庁
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商標出願の動向

日米欧中韓における商標出願件数の推移
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➢ 日米欧中韓ごとに出願件数の増減幅には差があるものの、概ね同様の傾向で推移。

特許庁

出典：
日本・・・特許庁調べ
中国・・・中国商標戦略年度発展報告（～2017年）及びTM5におけるReport for Common Statistical Indicators（2018年～）を基に特許庁作成
その他・・・WIPO統計
※CNIPAは出願件数での公表をしていない年もあるため、グラフは出願区分数と出願件数を併記し、CNIPAの出願区分数は右軸で示す。
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※料金未納により出願却下された一部の出願を除く
※国際商標登録出願を除く

商標出願の動向

産業分野別出願区分数の推移
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➢ 2024年は、全ての産業分野において前年と比較すると出願が減少。

特許庁



拒絶査定不服審判 請求件数と審理期間の動向（特許）

注１：部門移管件数：前置審査を経て審判部に移管された事件

注２：平均審理期間：審判請求日（※）から、審決の発送日、取下げ・放棄の確定日又は却下の発送日までの期間の平均

（※） 前置審査に係る事件については審理可能となった日（部門移管日）

注2

10

➢ 特許の請求件数は、2023年から微減して、約2万件。

➢ 2024年の平均審理期間は、特許が13.1か月。

特許庁
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拒絶査定不服審判 請求件数と審理期間の動向（意匠・商標）

注：平均審理期間：審判請求日から、審決の発送日、取下げ・放棄の確定日又は却下の発送日までの期間の暦年平均

注

11

➢ 意匠の請求件数は、変動はあるが、2024年は280件。

➢ 商標の請求件数は、2022年から減少傾向で、2024年は855件。

➢ 2024年の平均審理期間は、意匠が9.5か月、商標が12.1か月。

特許庁
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異議申立て・取消審判 申立て・審判請求・審理期間の動向

✓ 特許異議申立ての申立件数は、2021～2023年は増加傾向だったが、2024年は1264件に減少。
✓ 商標異議申立ての申立件数及び商標取消審判の請求件数は、2021～2022年に増加したが、その後

減少。2024年は商標異議が291件、取消審判が1088件。
✓ 2024年の平均審理期間は、特許異議が7.9月、商標異議が9.6月、取消審判が8.0月。

1,264 

291

1,088 

7.9

9.6

8.0

0

6

12

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

平

均

審

理

期

間

申

立

件

数

・

請

求

件

数

申立年・請求年／決定年・審決年

特許異議 申立件数 商標異議 申立件数 取消審判 請求件数
特許異議 審理期間 商標異議 審理期間 取消審判 審理期間（件）

（年）

（月）

特許庁 12



13

数字で見る知財動向1

特許庁の施策
(1)審査・審判

① 特許審査に関する施策

② 意匠審査に関する施策

③ 商標審査に関する施策

④ 審判に関する施策 

(2)国際的取組

(3)中小・スタートアップ・大学支援

2

１

２

特許庁



世界最速の審査

早期審査

・特許庁に対する手続は無料

・以下の出願が対象

① 実施関連出願

② 外国関連出願

③ 中小企業、個人、大学等の出願 等

※「早期審査に関する事情説明書」の提出が必要

• 21,741件

• 2.3月（一次審査通知までの平均期間）

• 5.1月（権利化までの平均期間）

実績 (2024年)

• 事業展開が早い分野で、

早期の権利化は商談に有利になる。

• ライフサイクルの短い分野で、

早期審査を活用している。

ユーザーの声

※「早期審査に関する事情説明書」が提出された全ての案件について、選定結果が出願人（代理人）に発送（オンライン手続の場合はオンライン発送）
されます（2021年5月6日以降）。

スーパー早期審査

・特許庁に対する手続は無料

・①、②の両方を満たす出願が対象

① 実施関連出願

かつ

② 外国関連出願

※「早期審査に関する事情説明書」の提出が必要

• 1,331件

• 0.8月（一次審査通知までの平均期間）

• 2.4月（権利化までの平均期間）

実績 (2024年)

上市する前にスーパー早期審査等を

活用して特許網を構築するようにしている。

ユーザーの声

14特許庁
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質の保証 審査の質の維持・向上のための取組

質の検証 審査の質の把握のための取組

品質管理に対する外部評価

品質管理の取組の一例（協議）

管理職や他分野の審査官などとの意見

交換・知識共有を通じて、分野を越えた

判断の均質化、審査官の能力の向上を

図る（2024年度は約2.8万件実施）。

品質管理の取組の一例（管理職によるチェック） 品質管理の取組の一例（品質監査）

サンプル抽出した案件について、品質管理官が改めてサーチなどを行い、

審査の妥当性をチェック

審査官が作成した通知書の確認などを通じた管理職による審査の

実体的及び形式的チェック

協議者

（管理職）

協議者

（審査官）

担当

審査官

意見交換・知識共有

品質管理の三本柱

品質管理の三本柱と様々な取組

特許庁
審査官

管理職

記載内容の
チェック

不備無

発送

不備無

不備有

是正が必要なものは、審査官にフィードバック

不備有
サンプル
抽出

全ての通知書

審査官

審査官

品質管理官



◼ 特許審査の質についてのユーザー評価調査

➢ ユーザーの声を把握し、品質管理施策に反映させるため、特許審査の質についてのユーザー評価調査を、

2012年度から毎年実施（特許庁HPにて公表）

➢ 国内出願における特許審査やPCT出願における国際調査などを対象に、前年度の審査の質に関し、

全体及び個別の評価項目について5段階（満足・比較的満足・普通・比較的不満・不満）でユーザーが評価

図1. 国内出願における特許審査全般の質についての評価
（全体評価）

図2. PCT出願における国際調査など全般の質についての評価
（全体評価）

質の検証 ［ユーザー評価調査］

特許庁
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55.9%
53.7%
46.7%

43.2%
38.3%

45.4%
38.0%
34.7%
38.5%
33.4%

37.4%
37.7%

4.9%
5.0%
3.4%
3.7%
4.7%
2.3%
3.5%
2.6%
2.5%
2.6%
2.5%
2.9%
3.2%
2.9%

0.0%
0.4%
0.0%
0.0%
0.3%
0.3%
0.3%
0.0%
0.4%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2012年度

2013年度

2014年度

2015年度

2016年度

2017年度

2018年度

2019年度

2020年度

2021年度

2022年度

2023年度

2024年度

2025年度

普通比較的満足満足 比較的不満 不満
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面接

➢ 審査官と直接対話して意思疎通を円滑化。

➢ 審査請求（特）／出願（意・商）から審査手続き終了までいつでも要請可能（無料）。

➢ 出願人は、電子メールにより補正案等を送付することが可能。

➢ 1件の案件から、ご希望日程に柔軟に対応。

➢ 面接要請があった場合、審査官は原則全件面接を受諾。

※面接の他、出願人は電話等による応対の依頼が可能。

オンライン面接

➢ 出願人所有のパソコン等から、インターネット回線で

オンライン面接審査への参加が可能。

（「Microsoft Teams」使用可）

出張面接（特・意のみ）

➢ 希望に応じて、出願人が使用する場所での面接も可能。

➢ 工場見学も実施することで、説明がより効果的に。

➢ INPIT-KANSAIに面接室を設置。

• 他社製品との差異の重要性を審査官に伝えられた。

• 審査官の意図を把握しやすい。

ユーザーの声

審査官とのコミュニケーション

ユーザーの声

実績 (2024年) 特許 意匠 商標

面接件数 2,196 132 69

（うちオンライン） 951 47 14

（うち出張） 152 4 ‐

電話等応対件数 19,077 2,240 6,471
17特許庁



素材電池

製造技術

モーター制御装置 出願 技術内容

特許庁

各技術分野の審査官による協議

事業戦略

• 事業に関連する複数の出願について
分野横断的にまとめて審査を受けることが可能
（申請は、2件の出願から可能）。

• 出願人の望むタイミングでの権利化を支援。
• 特許に加え、意匠・商標の出願もまとめて申請可能。

事業戦略対応まとめ審査

• 23件の実施
• 195件の特許出願

実績（2024年）

企業

（例） 電気自動車

• 強く広い特許ポートフォリオを
迅速かつ効率的に構築できた。

• 意図するタイミングで
関連する特許群を権利化できた。

ユーザーの声

事業戦略対応まとめ審査

18特許庁



国際協力・情報発信

五庁会合

PCT国際機関会合

各国・地域の特許庁

⚫ 審査官派遣／受入
⚫ 品質管理の実務者派遣／受入
⚫ 案件を利用した共同分析
⚫ 新興国審査官向けの研修 など

JPOの品質管理

JPOの審査手法

Examination Quality Management of the JPO

19特許庁

http://www.jpo.go.jp/seido_e/quality_mgt/quality_mgt.htm


標準必須特許への取組(標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き)

20

Ⅰ. 手引きの目的

◼ 内外の裁判例や実務などの動向を踏まえ、ライセンス交渉を巡る論点を
できるだけ客観的に整理
➢ どう行動すれば、「誠実に交渉している」と認められやすいか説明
➢ 規範を設定しようとするものではなく、法的拘束力を持つものでもない
➢ FRAND宣言された特許が対象

Ⅱ. ライセンス交渉の進め方
A. 誠実性
◼ 各交渉段階で特許権者と実施者の

それぞれがとるべき対応
◼ 不誠実な行為の具体例

B. 効率性
◼ 交渉の効率性に係る考慮要素
◼ サプライチェーンの中で誰がライセンス

契約の締結主体となるべきか

Ⅲ. ロイヤルティの算定方法
A. 合理的なロイヤルティ
◼ 算定の基礎をどのように決定すべきか
◼ 料率をどのように決定すべきか

B. 非差別的なロイヤルティ
◼ 使途に応じてライセンスの料率や額を

変えることは差別的か

C. その他の考慮要素
◼ ロイヤルティの支払い方法

https://www.jpo.go.j

p/support/general/se

p_portal/index.html

➢ ライセンス交渉の円滑化や紛争解決の迅速化のため、標準必須特許に不慣れな当事者にも
わかりやすく的確な情報を提供すべく、2018年6月に「標準必須特許のライセンス交渉
に関する手引き」を公表。

➢ 2018年以降の各国の裁判例の蓄積や異業種間での紛争の表面化、政府機関の動向などを
踏まえて、2022年6月に「手引き」改訂版を公表。

➢ “生きた”手引きであり続けるよう、開かれた、透明性の高い手続で、随時見直し。

特許庁

https://www.jpo.go.jp/support/general/sep_portal/index.html
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数字で見る知財動向1

特許庁の施策
(1)審査・審判

① 特許審査に関する施策

② 意匠審査に関する施策

③ 商標審査に関する施策

④ 審判に関する施策 

(2)国際的取組

(3)中小・スタートアップ・大学支援

2

１

２

特許庁



知財の複合的保護

（タッチスクリーンを使ったスクロール
に関する発明）
特許第4743919号

（携帯情報端末の意匠）
意匠登録第1326330号

（携帯情報端末の操作
画面の意匠）
意匠登録第1356982号

商標登録第5125678号
商標登録第2173459号

特許権

商標権

意匠権

特許権

商標権

意匠権

（運動用衣類に関する発明）

特許第4061336号

（部分意匠）

意匠登録第1324024号

商標登録第4640682号

スポーツウェア CW-X（実施品）

（写真：株式会社ワコールより提供）

例：携帯情報端末

例：スポーツウェア

➢ グローバル競争において、従来の技術優位の競争から、デザイン・ブランドによる差
別化の重要性が高まっている。

➢ 権利保護においても、特許に加えて、付加価値や差別化の源泉となるデザインやブラ
ンドの要素を意匠権や商標権を活用して複合的に保護することが、ますます重要。

22特許庁



32,065 件
（2024年）

意匠法で保護される身の回りの製品デザイン

23

H．電子・通信機器

13%
C. 生活用品

12%
7%

K．産業
機械器具

L．建築物、
土木建築用品

G．運輸・
運搬機械

Ｅ．趣味
娯楽用品

Ｎ．
他グループに
属さない物品

D.
住宅設備用品

9%

Ｆ．
事務・販売用品

10%

Ｂ．衣服、
身の回り品

11%J．
一般機械器具

8%

8%

6%

4%

8%

落し蓋
意匠登録第1114276号

電気洗濯機
意匠登録第1502681号

衛生マスク
意匠登録第1325221号

自走式電気掃除機
意匠登録第1531010号

電子計算機
意匠登録第1574793号

イヤホン
意匠登録第1585727号

音声入出力型電子計算機
意匠登録第1615440号

扇風機
意匠登録第1458298号

取付け用便器
意匠登録第1481397号

いす
意匠登録第1495581号

スポーツシャツ
意匠登録1324024号

指輪
意匠登録第1550944号

手提げかばん
意匠登録第1389838号

包装用瓶
意匠登録第1411571号

包装用箱
意匠登録第1529314号

ステープラー
意匠登録第1496319号

エックス線横断層
診断機用走査機
意匠登録第1553963号

ロボット
意匠登録第1610882号

デジタルカメラ
意匠登録第1508620号

消波ブロック
意匠登録第1393309号

マンホール蓋
意匠登録第960760号

商業用建築物
意匠登録第1671773号

化粧品売り場の内装
意匠登録第1690192号

産業用ロボット
意匠登録第1507942号

コンバイン
意匠登録第1440563号

電動二輪車
意匠登録第1437741号

乗用自動車
意匠登録第1521541号

無人飛行機
意匠登録第1604199号

アイコン用画像
意匠登録第1677889号

車両情報表示用画像
意匠登録第1672383号

音量調整用画像
意匠登録第1687282号

電気チェロ
意匠登録第1043005-001号

細巾レース地
意匠登録
第1542310号

即席麺
意匠登録第1352447号

【意匠登録出願件数】

3%

M.
基礎
物品

A. 製造食品等

特許庁



意匠の早期審査

24

早期審査申出件数

（特許庁HP）https://www.jpo.go.jp/system/design/shinsa/soki/isyou_soukisinri.html
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通常案件 早期審査対象案件

➢ 意匠の早期保護のニーズに応えるべく、権利化について緊急性を要する実施関連出願や外国
関連出願などについて、出願人からの申出に基づき、早期審査を実施。

➢ 早期審査の対象となった案件については、早期審査の申出から平均2か月程度、模倣品対策
のための早期審査の場合は原則1か月以内に一次審査結果を通知。

特許庁
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事例から学ぶ 意匠制度活用ガイド

➢ 意匠制度の概要と活用事例を紹介するガイド。特許庁ウェブサイトにPDF版を掲載。

➢ 意匠権に期待される効果に着目し、大企業・中小企業・デザイナー・大学・研究機関
など、様々な立場の意匠制度ユーザーの事例を紹介。

➢ 事例マトリクスでは、意匠権に期待される効果を類型化し、
事例ごとに各ユーザーが意匠権のどのような効果に期待しているかを可視化。

25特許庁



➢ 意匠制度初心者向けのガイドブック（冊子版・電子版あり）

➢ 2022年3月公表

➢ 4コマ漫画で分かる効果的な活用方法をはじめ

意匠制度の基本から出願手続の概要までを1冊でご紹介！

➢ 初めて意匠制度に触れる方・意匠制度をより効果的に活用したい方

他の産業財産制度ほど意匠制度に精通していない方 におすすめ

PDF版はこちらから →

冊子版のご請求は

特許庁 意匠課 企画調査班 まで

PA1530@jpo.go.jp

https://www.jpo.go.jp/system/design

/gaiyo/info/minnano_ishoken.html

みんなの意匠権 十人十色のつかいかた

26特許庁
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数字で見る知財動向1

特許庁の施策
(1)審査・審判

① 特許審査に関する施策

② 意匠審査に関する施策

③ 商標審査に関する施策

④ 審判に関する施策 

(2)国際的取組

(3)中小・スタートアップ・大学支援

2

１

２

特許庁



新しいタイプの商標の
出願・登録状況
＊国際商標登録出願を除く

音商標
音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚で認識される商標
（例:CMなどに使われるサウンドロゴやパソコンの起動音など）

色彩のみからなる商標
単色又は複数の色彩の組合せのみからなる商標
（例:商品の包装紙や広告用の看板に使用される色彩など）
*これまでの図形等と色彩が結合したものではない商標

位置商標
文字や図形等の標章を商品等に付す位置が特定される商標

動き商標
文字や図形等が時間の経過に伴って変化する商標
（例:テレビやコンピューター画面等に映し出される変化する文字や図形など)

ホログラム商標
文字や図形等がホログラフィーその他の方法により変化する商標
（例:見る角度によって変化して見える文字や図形など）

登録第5804299号
久光製薬㈱

登録第5804315号
三井住友カード㈱

登録第5804316号
㈱ワコール

登録第5930334号
㈱トンボ鉛筆

登録第5933289号
㈱セブン－イレブンジャパン

登録第6034112号
日清食品ホールディングス株式会社

商標制度をとりまく現状 ①新しいタイプの商標の保護

合計
タイプ別内訳

音 色彩 位置 動き ﾎﾛｸﾞﾗﾑ

出願件数 2,291 779 574 645 272 21

登録件数 784 374 11 175 208 16
（ 2015～2024年に出願又は設定登録

された件数の累計）

28特許庁

➢ 2015年4月から、音や色彩といった新しいタイプの商標も登録可能に。
言語を超えたブランドメッセージを保護し、企業の多様なブランド戦略を支援することが目的。



商標制度をとりまく現状 ②商品・役務サポートツールの提供

➢ 2023年3月から、出願人による明確な指定商品又は指定役務の表示に基づいた出願を推奨す
べく、明確な指定商品又は指定役務の表示として特許庁が公表している商品・役務を簡易に
検索・確認できる「商品・役務サポートツール」をユーザーに提供。

➢ 同ツールにより、出願人の以下作業を大幅に簡素化。
（1）明確な指定商品又は指定役務の表示として特許庁が公表している商品・役務を検索
（2）入力した商品・役務が、特許庁が公表している商品・役務と一致しているか否かの確認

特許庁 29



商標制度をとりまく現状 ③拒絶理由のかからない出願促進

１．３条１項柱書き（使用の意思）

✓使用予定のある商品・役務のみ指定（不使用商標対策及びサーチ範囲の縮減）

✓「資格を証する書面」（資格が必要な指定役務）又は「商標の使用（使用意思）」及び「事業予定」の

事前提出

２．３条１項各号（識別性）

✓識別性の弱い商標の出願精査（審査負担軽減）

３．４条１項１１号（先願）

✓出願前の先願サーチを徹底し、抵触する商品・役務を出願時に回避（サーチ範囲の縮減、拒絶理由回避）

✓登録商標の権利者と出願人名義の統一（拒絶理由回避）

４．４条１項１６号（品質誤認）

✓出願時に指定商品・指定役務の表示を限定（拒絶理由回避）

５．６条（商品・役務）

✓類似商品・役務審査基準等に基づく商品・役務の指定（審査負担軽減）

✓上申書等による事前の商品・役務の説明（拒絶理由回避）

30

➢ 不要な拒絶理由は、出願人にとっては権利化遅延、特許庁にとって審査負担増加となる。
➢ 商標出願前の以下項目の確認により、不要な拒絶理由の回避は可能。

特許庁



商標制度をとりまく現状 ④情報提供制度

商
標
出
願

審
査

出願から
2～3週間で

公開
【出願から審査着手までの期間】※2025年7月時点

通常の出願：6～7か月程度
早期審査対象：（申請から）2か月程度

商
標
公
報
で

公
開

登録すべきでない
商標出願を発見！！

証拠を集め、審査着手の
前に情報提供

※匿名での提供も可能

審査官は、登録すべきでないと
の心証を形成した場合、
拒絶理由を通知

31

➢ 情報提供制度は、公衆に審査官の判断に対する意見を提出する機会を提供するために設け
られている制度（商標法施行規則第19条）。

➢ 過去3年の利用実績：年間平均900件程度。情報提供された出願の6割程度が拒絶査定。
➢ 業界における専門用語、取引の実情、商標の周知性に関する資料は、審査官の職権調査の

みでは限界があるため、企業側が有するこうした審査に有益な情報の提供を受けることで、
審査の質の維持・向上に加え、調査に要するコストを低減し、審査の効率化に寄与。

特許庁



商標制度をとりまく現状 ⑤マドリッド協定議定書

マドプロ出願のメリット

①経費削減
②出願手続の簡素化
③権利管理の簡便化(一括管理)
④迅速な審査(拒絶通報期間の制限)
⑤締約国の事後指定により保護の拡張
が容易

*ただし、日本は北朝鮮を国として認めていない

➢ 本国官庁(各国知財庁)での商標出願又は登録に基づいて国際出願を行い、WIPO国際
事務局において国際登録を受けることにより、複数の指定国(同盟国)において、商標
の保護を取得し、維持・管理することを可能とする仕組み。

➢ 同盟国数は2025年7月時点で115カ国*。我が国では2000年3月14日に効力が発生。
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商標制度をとりまく現状 ⑥商標活用ガイドの作成

一部抜粋

➢ 「事例から学ぶ 商標活用ガイド」を作成し、特許庁ウェブサイトで公開（2019年3月）。

➢ このたび、5年ぶりに内容を刷新した「事例から学ぶ 商標活用ガイド2024」を2024年4
月に公開。

➢ ビジネスにおける活用方法や権利化のメリットなどを、実際の事例（中小企業が中心）を
通じて紹介すると共に、商標制度の概要についても学んでもらえる内容。

特許庁
https://www.jpo.go.jp/support/example/trademark_guide2024.html
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商標制度をとりまく現状 ⑦出願支援ガイド

➢ 特許庁は2021年8月、商標審査官が教える出願支援ガイド「商標出願ってどうやるの？」を発行。

➢ 初めて商標出願するユーザー向けに、拒絶されない商標出願をするためのポイントを分かりやすく
解説。

➢ INPIT・普及支援課などと連携し、各種セミナーなどで積極的に周知。

➢ 2022年4月、料金改定、納付方法、ファストトラック審査サポートツールなど、最新情報を反映し
た第2版を発行。

➢ 2023年4月、商品・役務サポートツールなど、最新情報を反映した第3版を発行。

➢ 2024年8月、最新情報を反映した第4版を発行。

出願支援ガイド「商標出願ってどうやるの？」

https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota-

info/document/panhu/shutugan_shien.pdf
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数字で見る知財動向1

特許庁の施策
(1)審査・審判

① 特許審査に関する施策

② 意匠審査に関する施策

③ 商標審査に関する施策

④ 審判に関する施策 

(2)国際的取組

(3)中小・スタートアップ・大学支援

2

１

２

特許庁



⚫ 審判長は、全当事者等の同意を得た上で、当事者の関係者に対する動画配信（オンライン配信）を認めることが可能
⚫ オンライン出頭は、1当事者あたり4名（通話先は3拠点）までが目安
⚫ オンライン配信は、1当事者あたり2拠点（1拠点あたり2～3名）までが目安
⚫ 2021年10月（運用開始）～2025年3月のオンライン口頭審理は167件（調書作成ベース；口頭審理全体の60％）

施行日：2021年10月1日

オンライン口頭審理

新型コロナウイルス感染症の状況に影響されずに口頭審理を開催可能にするとともに、
デジタル化等の社会構造の変化に対応するため、審判長の判断で、審判廷に出頭する
ことなく、当事者等がウェブ会議システムを通じて口頭審理に関与できるように。

➢ 無効審判（延長登録無効審判）及び商標登録取消審判の審理の方式は、原則口頭審理による。
➢ 上記以外の審判、商標登録異議の申立て及び判定の審理の方式は、口頭審理によることも可能。
➢ 審判長は、期日及び場所を定め、当事者等に対し期日の呼出しを行う。
➢ 呼出しを受けた者は期日において指定された場所（審判廷）に出頭する。
➢ 呼出しを受けた者が正当な理由がないのに出頭しないときは、10万円以下の過料に処される。

令和3年
法改正

口頭審理に係る規定

オンライン口頭審理・関係資料はこちら
https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/
general-koto/online-kankeishiryo.html

審判合議体

審判書記官

傍聴席

オンライン出頭する請求人等

（会議室等の通話先）

オンライン出頭する被請求人等

（会議室等の通話先）

傍聴席用モニタ

※ オンライン口頭審理においても、審判合議体、審判書記官、傍聴人は、審判廷に出廷します。

審判廷

WEB会議システム

からオンライン出頭

WEB会議システム

からオンライン出頭
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数字で見る知財動向1

特許庁の施策
(1)審査・審判

① 特許審査に関する施策

② 意匠審査に関する施策

③ 商標審査に関する施策

④ 審判に関する施策 

(2)国際的取組

(3)中小・スタートアップ・大学支援

2

１

２

特許庁



海外での早期権利化

特許審査ハイウェイ（PPH: Patent Prosecution Highway）
ある庁で特許可能と判断された発明を含む出願の、別の庁における対応出願について、早期審査を受けられる仕組み。

➢ 審査待ち期間「短縮」（例：FA待ち期間 通常出願 19.9か月（出願時起算）、PPH 2.7か月（PPH申請時起算）（米国,2024））

特許率 「向上」（例：通常出願 約77％ ⇒ PPH 約90％（米国, 2024））

➢ JPOの審査結果を用いたPPHを活用することで、グローバルポートフォリオを迅速に構築。

➢ 2021年にフランスと世界で初めてPPHを開始。

精度の向上

装着容易性

例）ウェアラブル心拍計

世界最速・最高品質の特許審査

携帯性

JPO特許に基づくPPH申請
（2025年7月時点で44庁に申請可能※）

グローバルポートフォリオの
迅速な構築

JPO特許

※ 2022年5月10日以降、日本国特許庁はロシア特許庁、ユーラシア特許庁の審査結果に基づいたPPHの申請受入れを一時停止中
38特許庁

JPO審査結果の活用、早期審査



国際審査協力 ～グローバルに質の高い権利取得支援～

39

* 例えば、

(ア) 海外知財庁に対して確認を希望する事項

（制度の運用、審査に関する不明点など）

(イ) 海外知財制度に関する要望

(ウ) 特許庁の海外知財庁への協力を希望する事項

（知財制度構築支援の重点事項など）

国際審査協力の機会において、

海外知財庁の特許審査実務に

関する我が国企業からの要望・

関心事項*に関する情報収集を

実施。

◆ 国際審査協力・・・海外特許庁と相互に特許審査官を派遣し、審査実務の相互理解の推進、日本の審査実務

の普及・浸透を促すことにより、我が国企業が海外において円滑かつ予見性高く特許権を取得することを支援。

審査実務の相互理解の推進

日本の審査実務の普及・浸透

実際の出願についての特許要件などを海外審査官と議論（審査官協議）

JPO審査官（国際研修指導教官）による研修を通じた海外審査官の審査能力向上支援
（https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/developing/gpa_training/index.html）

特許庁

国際審査協力実績（2000年4月から2025年3月末までの延べ人数）

これまでに35の知財庁・組織と実施審査官協議 国際研修指導教官による研修

※多数国に対する研修等は除く

アジア北米

スペイン

中南米

アルゼンチン

チリ

コロンビア

デンマーク

ポルトガル

イスラエル

スウェーデン

カナダ

派遣: 2人

ドイツ

受入: 55人

イギリス

韓国 台湾

ブラジル

メキシコ

シンガポール

インドネシア

アフリカ

南アフリカ

フランス

中国

ロシア

マレーシア

サウジアラビア

欧州等

オーストラリア

大洋州 中東

アメリカ

派遣: 3人

中長期派遣:10人

ユーラシア

WIPO

欧州

オンライン: 9人

インド タイフィリピン

モロッコ

ベトナム

ASEAN IP
アカデミー

派遣: 53人 受入: 1人 派遣: 293人

中長期派遣:11人

受入: 195人

受入: 2人

派遣: 8人 派遣: 8人

受入: 5人

オンライン: 5人

派遣: 6人 派遣: 2人

受入: 2人

派遣: 16人

受入: 12人

オンライン: 2人

派遣: 9人

受入: 6人

中長期派遣:1人

中長期派遣:1人

受入: 2人

派遣: 62人

受入: 72人

オンライン: 16人

派遣: 42人

受入: 41人 受入: 35人

派遣: 32人

派遣: 2人 派遣: 1人

派遣: 4人

受入: 4人

派遣: 2人

派遣: 6人

受入: 2人

受入: 2人

オンライン: 2人
派遣: 1人

オンライン: 3人

オンライン: 14人

受入: 28人

派遣: 20人

オンライン: 4人

オンライン: 20人オンライン: 8人

中長期派遣:4人中長期派遣:3人

派遣: 16人派遣: 17人

オンライン: 8人

派遣: 32人 派遣: 7人

中長期派遣:4人

受入: 4人

オンライン: 3人

派遣: 14人

オンライン: 9人

派遣: 29人

オンライン: 6人 オンライン: 4人
受入: 3人

派遣: 2人

派遣: 2人

UAE

派遣: 2人

https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/developing/gpa_training/index.html


国際的な特許制度・運用の調和

国際的な特許制度・運用の調和に向けた議論の推進  

◆ 国内外での権利取得の円滑化のために、国際的な特許制度・運用の調和が重要。

B+会合（WIPO先進国メンバー(Group B)、EPC加盟国、欧州委員会、EPO、韓国）

• 特許制度の実体的側面での調和を目指し、まずは先進国（WIPO先進国メンバー等約50か国・機関）間で

制度運用に関する共通の見解を得るべく議論。

• 主に以下の４項目について議論を続けている。

（１） 新規性喪失の例外期間（グレースピリオド）

（２） 衝突出願（未公開先願）

（３） 先使用権

（４） 18ヶ月公開

• 2025年7月にジュネーブで全体会合を開催（議長国：フランス、事務局：アメリカ）。
主な内容は以下のとおり。
➢ グループB+ワーキンググループ（主に、グレースピリオド、衝突出願、先使用権について議論。日本も参加。）議長の英国から、今年度の活動

報告。
➢ グループB+コアグループ（秘匿特権について議論。日本も参加。）議長の豪州から、今年度の活動報告。
➢ EPOから、欧州地域における先使用権に関する各国判例の調査研究の報告。
➢ AIPPI、FICPIから、特許制度調和に関する取り組みについて概要報告。

40特許庁



特許庁

五庁（日米欧中韓：IP5）

➢ 世界の特許出願件数の約85%を占める日米欧中韓の五庁によって知的財産における世界的な取
組をリードすべく、2007年より五庁長官会合を継続して開催。

➢ 直近では、2025年5月28日に第18回五庁長官会合を、CNIPAのホストの下、中国の天津にお
いて開催。同日、五庁長官・ユーザー会合を開催し、ユーザー団体とも意見交換を実施。
（2026年は日本開催。）

➢ 五庁は、特許分類改正、特許情報サービス改善、制度運用調和、審査結果の相互利用、特許統

計データ提供などの課題について議論。

◼ 第18回五庁長官会合の主な成果

➢ 経済発展と知財の使用・商業化についての議論

経済発展を促進するための知財の使用・商業化をテーマに、技術移転や知財金融

等の各庁の施策を共有し、当該分野における五庁の協力の在り方について議論。

➢ 「中小企業の成長促進のための知財の役割」レポートの発行

前年の五庁長官会合のテーマ「中小企業の成長促進のための知財の役割」に関し

て、五庁・ユーザー団体の取組をまとめたレポートの完成が報告され、後日、五庁ウェ

ブサイトにて公開。

➢ 五庁プロジェクトの推進

「グローバルな権利移転」に使用される共通フォームの策定、及び特許図面の様式

の調和を達成。 41
五庁長官会合（2025年）写真提供：CNIPA



意匠五庁（ID5）会合を通じた国際連携の強化

⚫世界の意匠出願の７割以上を占める日米欧中韓 五庁による意匠制度に関する国際的な協力枠組。

⚫2015年に創設後、各庁が持ち回りで会合を毎年開催。

⚫昨年度、第10回 ID5年次会合を日本（箱根）で開催。今年度は米国で開催予定（10/23－24）。

第10回 ID5年次会合 主な成果

①10の既存の協力プロジェクトに関する議論

●「登録意匠に係る表示」（JPO/USPTOリード）

各国・地域の登録意匠表示に関する情報共有・議論継続に合意。

●「図面要件に関するユーザーガイド」「メタバースにおけるデザイン保護」

ユーザーガイドや最終報告書の完成を確認。

②2の新規の協力プロジェクトに関する議論

●「新技術がもたらす意匠制度の課題」（JPOリード）

AI・メタバース等の新技術拡大に伴い生じる意匠保護に関する課題共有が目的。

各庁の制度設計の検討に活用することを視野に入れる。

●「デジタルデザイン出願のためのユーザーガイド」

画像意匠の出願方法等に関するユーザー向けのガイドブック作成が目的。

③ユーザーセッションの開催

●テーマ：「デザインを巡る今日的諸相 ～生成AI、インターネット上の侵害等～」

●企業知財部や代理人団体等の意匠制度ユーザーと、各庁意匠担当者が参加し、

生成AIを活用したデザイン開発等のプレゼンテーション、各庁との意見交換を実施。

ID5ウェブサイト<http://id-five.org/>
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商標五庁（TM5）会合

プロジェクト

＜2025年 TM5中間会合の様子＞

特許庁

①悪意の商標プロジェクト（日本）

②商標審査をサポートするITツールプロジェクト（日本）

③TM5ユーザー参画プロジェクト（日本）

④共通統計指標（欧州）

⑤IDリスト（米国）

⑥非伝統的商標へのインデックス付け（米国）

⑦TM5ウェブサイト（韓国）

⑧共同コミュニケーション活動（欧州＆韓国）

   ⑨異議及び審判手続を通じた商標保護（中国＆欧州）

⑩グリーンTM5（欧州）

⑪仮想空間における商標（韓国）

⑫商標出願に関するユーザーガイド（中国）※新規提案中

43

➢ 商標五庁(TM5)会合は、日米欧中韓の商標五庁による国際的な協力の枠組み。
➢ 商標側面での企業のグローバルな事業活動を支援することを目的とした各種プロジェクトを推進中。
➢ 2025年はUSPTOがホストを務め、5月にサンディエゴで中間会合を開催。10月にはアレクサンドリ

アで年次会合を開催予定。
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審判における国際連携（国際知財司法シンポジウム）

✓ 知財司法分野における各国間の相互理解の促進、我が国ユーザー等への情報提供のため、特許庁、最
高裁、知財高裁、法務省、日弁連、弁護士知財ネットとの共催で開催

✓ 2024年度は、「国際知財司法シンポジウム（JSIP） 2024 ～日米欧における知的財産紛争解決～」
を2024年10月24～25日に開催

✓ 2025年度は、「国際知財司法シンポジウム（JSIP） 2025」を2025年10月23～24日に開催予定。
知的財産高等裁判所設置20周年の節目の年となることから、海外ゲストを交えて、21世紀における日本
と世界の知財司法の潮流についてのパネルディスカッションなどを行う予定。

国際知財司法シンポジウム（JSIP）2024
～日米欧における知的財産紛争解決～

10月24日（木） 裁判所パート

✓ 日本・欧州統一特許裁判所・米国・英国による模擬裁判

（特許権侵害訴訟において特許有効性が争われる事例）

✓ パネルディスカッション（裁判所における特許有効性の審理等について）

10月25日（金） 特許庁パート

✓ 講演（各庁における審判の最新動向、特許庁と裁判所との関係）

✓ 日本国特許庁による模擬口頭審理

✓ パネルディスカッション（口頭審理、進歩性等の判断）

JSIP2024の情報はこちら

https://www.jpo.go.jp/news/ugoki
/202410/2024103102.html特許庁

https://www.jpo.go.jp/news/ugoki/202410/2024103102.html
https://www.jpo.go.jp/news/ugoki/202410/2024103102.html


台湾（日本台湾交流協会台北事務所）
担当範囲：台湾

中国（ジェトロ北京事務所）
担当範囲：中国

韓国（ジェトロソウル事務所）
担当範囲：韓国

アメリカ（ジェトロニューヨーク事務所）
担当範囲：北米

タイ（ジェトロバンコク事務所）
担当範囲：タイ、ミャンマー、ベトナム、

ラオス、カンボジア

インドネシア
（法務・人権省知的財産権総局）
（東アジア・アセアン経済研究センター）

アメリカ
（新エネルギー・産業技術総合開発機構
シリコンバレー事務所）

ブラジル
（ジェトロサンパウロ事務所）
担当範囲：中南米

（2023年7月現在）

UAE（ジェトロドバイ事務所）
担当範囲：中東・アフリカ

スイス
（世界知的所有権機関）

フランス
（経済協力開発機構）

中国（ジェトロ香港事務所）
担当範囲：中国

インド（ジェトロニューデリー事務所）
担当範囲：南西アジア（インド）

ドイツ（ジェトロデュッセルドルフ事務所）
担当範囲：欧州・ロシア

シンガポール（ジェトロシンガポール事務所）
担当範囲：シンガポール、インドネシア、マレーシア、
フィリピン、ブルネイ、オーストラリア、ニュージーランド

特許庁の知財専門家を世界に配置
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数字で見る知財動向1

特許庁の施策
(1)審査・審判

① 特許審査に関する施策

② 意匠審査に関する施策

③ 商標審査に関する施策

④ 審判に関する施策 

(2)国際的取組

(3)中小・スタートアップ・大学支援

2

１

２

特許庁
46



◆J-PlatPatの提供
◆特許情報分析支援
（IPランドスケープ支援
事業）

◆お助けサイト
∼通知を受け取った方へ∼

◆特許料等の減免

◆営業秘密支援窓口

◆スタートアップ知財支援窓口

◆面接審査（出張・オンライン)
◆早期審査・審理
◆事業戦略対応まとめ審査

◆知財金融事業

◆新興国等の知財情報の提供

◆外国出願費用補助
◆海外での侵害対策支援
◆海外知財訴訟保険補助

◆海外展開知財支援窓口

アイデア・研究開発 知財の取得 製品化 海外展開

【知財情報の提供】

【資金調達支援】

【専門家による助言】

 産業財産権専門官 中小企業等の個別訪問、社内研修、知的財産制度説明会、セミナー

 INPIT知財総合支援窓口 知財に関する悩みや相談をワンストップで全国で受付

【審査・審判におけるサポート】

 つながる特許庁 知財の気づきを与える普及啓発イベント

横断的
支援

企業の事業フェーズにおける支援施策俯瞰図
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特許庁に納付いただく
「出願審査請求料※1」
「特許料（第1年分から第10年分）」
「PCT国際出願に係る手数料」

が減免※2されます。

証明書類の提出も必要なく、
簡単な手続で申請できます。

※3 大企業の子会社である中小企業は除きます。

中小企業※3の特許料金が1/2に

小規模企業※3・中小スタートアップ企

業※3の特許料金が1/3に

福島浜通り地域等の中小企業の

特許料金が1/4に

特許庁 総務部 総務課 調整班
03-3581-1101 内線2105
PA0260@jpo.go.jp

料金減免制度に関する
ご質問・ご相談は

詳しくは「料金減免・支援制度のご案内
（2019年4月～）」というパンフレットを
ご覧ください
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/g
enmen/genmen20190401/document/index/leaflet
.pdf

中小企業等の料金減免・支援制度

48特許庁
※2 PCT国際出願にかかる手数料の一部については、特許庁が手数料の一部を負担する料金支援制度が適用されます。

※1 審査請求料の減免制度の改正（2024年4月1日施行）により、中小企業等が利用できる特許出願の審査請求料の減免制度について、
一部件数制限が設けられています。

https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmen20190401/document/index/leaflet.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmen20190401/document/index/leaflet.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmen20190401/document/index/leaflet.pdf


産業財産権専門官の活動概要

➢ 中小企業や支援機関等を対象としたセミナー、中小企業等への個別訪問を通じて、知的財産権制度及び各

種支援施策に関する意見・要望を聴取するとともに、普及・啓発活動を実施。

➢ 自治体や地域支援機関等へアプローチを行い、地域からの支援ニーズのある企業等を支援する『地域掘り

起こし型』の支援を重点的に実施。

➢ 自治体・地域支援機関（産業支援センター・商工会議所等）と同行訪問することにより、地域支援担当者

の知財意識の底上げも行う。

49

産業財産権専門官（5名）

中小企業等

自治体・地域支援機関

・事業課題の抽出

・知財マインドの啓発・促進

・専門家による知財支援 など

INPIT

『地域掘り起こし型』支援スキーム図

有望な支援先の

選定

他機関との連携

特許庁



特許庁ウェブサイト

特許庁のウェブサイトでも中小企業の皆様向けに知的財産の
取組について目的別で紹介。

特許庁の中小企業向け支援メニューの紹介

https://www.jpo.go.jp/support/chusho/index.html

50特許庁

https://www.jpo.go.jp/support/chusho/index.html


対象者別に支援メニューを幅広く掲載

アイディアなどを権利化したい方

取得した権利を活用したい方

さらに海外展開を目指す方

中小企業の方を顧客とする支援者の方

その他、以下の特許庁ウェブサイト内の特設ページも有用です。
①中小企業・個人向け支援や各種料金に関する情報をまとめたもの：

https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota-info/panhu.html
②模範となる知財の活用事例に関する情報をまとめたもの：https://www.jpo.go.jp/support/example/index.html

知財に関する様々な支援策についてこれ１冊でまるごと！わかるカタログです。

https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota-info/document/panhu/panhu12.pdf

特許庁 51

特許庁の中小企業向け知的財産支援策の紹介

https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota-info/panhu.html
https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota-info/panhu.html
https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota-info/panhu.html
https://www.jpo.go.jp/support/example/index.html
https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota-info/document/panhu/panhu12.pdf
https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota-info/document/panhu/panhu12.pdf
https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota-info/document/panhu/panhu12.pdf


スタートアップ支援

料金軽減

情報提供

➢ スタートアップは料金が1/3！

➢ 手続きを簡素化

審査請求料・特許料

約45万円 約15万円
（通常） （軽減後）

（一例）

➢ 知財ポータルサイト“IP BASE”において、インタビュー記事、事例集、イベントなどの情報を発信。
➢ IP BASE主催セミナーの開催やSNSを通して、スタートアップコミュニティに知財の重要性を発信。

※企業規模等の要件有り

出願審査手数料／特許料は請求項数を8と
仮定して計算

特許料は第1年分から第10年分として計算
2019年4月1日以降に審査請求をした場合

は新減免制度が適用

スピード

➢ 権利取得の経験が少ないスタートアップに向けて、面接活用早期審査では、コミュニケーションを充実し、
きめ細かなサポートを提供。

➢ とにかく早く権利を取得したいというニーズには、スーパー早期審査で対応。

※企業規模要件等有り
数値は全て2024年平均値スーパー早期審査

通常審査

審
査
請
求

最
終
処
分

0.8ヵ月 2.4ヵ月 9.1ヵ月 12.9ヵ月

資金調達から次の資金調達までは1年強

面接活用早期審査

最
終
処
分

一
次
審
査

面

接一
次
審
査

最
終
処
分

資金調達 資金調達

一
次
審
査

次の資金調達で取得した権利を使ったPRが可能に
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IPAS（アイパス）

➢ 創業期（シード、アーリー）のスタートアップに向けて、ビジネスの専門家と知財の専門家
からなるメンタリングチームが、適切なビジネスモデルの構築とビジネス戦略に連動した知
財戦略の構築を支援。

53特許庁

✓ 支援期間は約5カ月。2時間×10回の支援を実施。

✓ 公募は常時受付に。年2回採択があるため、より申請を行いやすく。

✓ 成果を発表するフォーラム（Demo-Day）も開催。スタートアップ支援関係者等と

のネットワーキングの場も提供。

✓ 年20社程度を支援予定。

創業期
スタートアップ

ビジネス：ベンチャーキャピタル経験者等
知財：スタートアップ支援経験のある弁理士等

メンタリング
チーム

支援



ベンチャーキャピタルへの知財専門家派遣事業（VC-IPAS）

特許庁／INPIT

知財専門家を派遣

スタートアップ

ベンチャーキャピタル（VC）
アクセラレータ等 支援者

ビジネス専門家

知財専門家・ビジネス専門家
からなるメンタリングチームを派遣

知財戦略の
構築を支援

知財支援の
知識を涵養

知財専門家がキャピタリストと
協働しスタートアップを支援知財専門家

キャピタリスト

知財専門家

キャピタリスト

知財専門家

2024年度はVC15社に派遣。2025年度はVC20社に加え、アクセラレータ等にも派遣予定。特許庁 54

➢ スタートアップの多くは、VCやアクセラレータ等の支援者からビジネス面の助言やハンズオン支援を受けており、VC等の支
援者が事業計画も踏まえた知財戦略策定支援を合わせて実施できれば、効率的なスタートアップへの支援が期待
できる。

➢ このため、特にスタートアップに積極的に成長支援を実施する支援者に対して知財専門家を派遣することにより、VCの
キャピタリスト等と知財専門家が協働して、スタートアップに対して知財面からも支援を行えるようにする。

➢ 派遣を通してキャピタリストの知財活用能力の向上、民間事業者による知財支援を推進する。

大学・
研究所

プレシード

約6ヶ月間 合計120時間／社



➢ 中小企業等が抱える経営や事業の課題に対し、「市場」や「事業」の情報に「知財」の情報
を合わせた分析を行い、強みを活かした解決策を提案する支援

➢ 2024-25年度は、2年で200件程度を支援予定

IPランドスケープ支援事業

55

55

特許庁

経営・事業の具体的な課題を
解決するための戦略策定

知財 情報

特許、意匠、商標、技術、無形資産（論文・ブランド等）

市場・事業 情報

市場情報、事業情報、自社内部情報、自社保有の他社情報

専門家

分析・報告・提案

中小企業等

分析例

●●分野の市場は、★★需要により今後も安定し
た成長が見込まれ、自社の新事業の柱として好適。

●●分野では、素材の調達、加工等は自社の既存
の経営資源を活用できるが、◆◆は不足しており
外部連携も含めて選択肢に。

親水性と保温性の両立は自社独自の特徴。
この強みを活かせる領域への参入が望まれる。

市
場
規
模

20XX年現在

素
材
（
自
社
）

加
工
（
自
社
）

◆◆
X社

○○
Y社

▲▲
Z社

販
売
（
自
社
）

自社

柔
軟
性

A社

B社

C社

光
沢
感

撥
水
性

伸
縮
性

保
温
性

親
水
性

市場規模推移 バリューチェーン分析 競合他社との保有特許の分析

INPIT
HPをチェック

中小企業向け IPランドスケープマニュアル (2023年度作成)

限られたリソースでもIPランドスケープで成果を出せるノウハウが満載です



56特許庁

知財戦略エキスパート

海外展開 営業秘密 産学連携 スタート
アップ

採択型支援
iAca、iNat、IPAS、

IPランドスケープ支援事業

● 海外展開知財支援窓口

● 営業秘密支援窓口

●スタートアップ知財支援窓口

●アカデミア知財支援窓口

●関西知財戦略支援専門窓口

➢ 知財戦略に関する高度な専門知識、実務経験を有する知財戦略エキスパートが
支援する5つの専門窓口を設置（相談無料）。

➢ 知財総合支援窓口や採択型支援、各支援機関とも連携して、円滑に支援を提供。
➢ 採択型支援の前後も、知財戦略エキスパートが課題解決をサポート。

知財戦略エキスパート



iAca(アイアカ)

57特許庁

✓ 支援期間は約10か月。連続した継続支援も可能

✓ 必要な日数分だけ、柔軟な支援が可能（支援期間ごとに最大25～30日）

✓ 支援開始時に支援計画を作成。継続支援には支援計画の達成が必要

スキーム①
有望シーズの発掘・活用支援

スキーム② スタートアップ創出支援

スキーム③ 企業との大型共同研究支援

大学フェーズ 産学連携フェーズ

大学等

派遣

知財戦略
プロデューサー

➢ 国内の大学、高専、国立試験研究機関（以下「大学等」という）の研究成果の迅速な社会実装を支援

することで、イノベーションの実現を目指す。

➢ 知的財産マネジメントの専門家である「知財戦略プロデューサー」を大学等に派遣。

➢ 研究ステージの初期段階におけるシーズ発掘と出口戦略の策定の支援（スキーム①）から、

優れたシーズの事業化に向けた産学連携活動の支援（スキーム②③）まで、シームレスな支援を実現。

（※）共同研究受入額が年間1000万円以上



知財経営を実践するための事例集

58

知財経営の実践に向けた
コミュニケーションガイドブック

（2023年）

経営における
知的財産戦略事例集

（2019年）

経営戦略を成功に導く知財戦略
【実践事例集】
（2020年）

新事業創造に資する
知財戦略事例集

（2021年）

企業価値向上に資する
知的財産活用事例集

（2022年）

知財経営への招待
～知財・無形資産の投資・活用ガイドブック～

（2024年）

経営戦略に資する
IPランドスケープ実践ガイドブック

（2024年）

企業成長の道筋
～投資家との対話の質を高める知財・無形資産の開示～

（2025年）

➢ 知財経営の実践を支援するための事例集・ガイドブックを2019年から毎年発行。

➢ コーポレートガバナンス・コードの改訂を受け、近年は、経営層と知財部門とのコミュニケーションや
知財経営の開示手法にも着目。



ありがとうございました

特許庁
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